
地域障害者職業センターの概要 

 

１． 趣旨 

地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携のもと、障害者に対する

専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県に設置され

ている。 

 

２． 設置及び運営 

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 

 

３． 事業の概要 

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適

応援助等の各種の職業リハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用

管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。 

 

○ 職業評価 

 就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応す

るために必要な支援内容・方法等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を

策定。 
 

○ 職業準備支援 

ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行

させるため、センター内での作業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な

労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援。 
 

○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 

 障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び

事業主に対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。  
 

○ 精神障害者総合雇用支援 

 精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇

入れ、職場復帰、雇用継続のための様々な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。 
 

○ 事業主に対する相談・援助 

 障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成

し、雇用管理に関する専門的な助言、援助を実施。 
 

○ 地域における職業リハビリテーションのネットワークの醸成 

障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター等からの依頼に応じ、職業評価等

をはじめとする技術的、専門的事項についての援助を実施。 

また、医療、保健、福祉、教育分野の関係機関に対し、職業リハビリテーション推進フォー

ラム等を通じて、職業リハビリテーションに関する共通認識を醸成し、地域における就労支援

のネットワークを形成。 
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